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令和６年 第８回教育委員会（会議録） 

令和６年８月２１日（水） 

午前９時３０分～  

坂祝町中央公民館 研修室  

日程第１ 開会 

   ※教育長が開会を宣言する。 

出席委員確認 

教育委員  金武 千秋 

古田 博英  

                   兼松 悟 

                   原口 かおり 

              教育長   三品 芳則 

 教育委員会事務局    教育課長  堀部 芳章 

こども課長  岩井 正義 

              教育課主幹  前田 加代子 

         給食センター所長  金森 孝臣 

 

日程第２ 前回教育委員会の確認 

   ※教育課長が資料に基づいて報告をする。 

 

日程第３ 教育長、教育委員報告事項 

教育長     夏休みがあと１週間ほどになりました。８月２９日には始業式を迎えま

す。これまでのところ、大きな事件や事故に巻き込まれたというような家

庭連絡は一つもないことをまず報告させていただきます。夏休みもあと

１０日ほどですが、子どもたちが充実して安全な休みを終えてもらえる

とありがたいなと思います。 

        ９月１日は、全国的に若者の自殺者が多い時期ということで、非常に心配

されております。前回の校長会の中でも、いたたましい事故や事件がない

ように、心配される家庭については連絡を取りながら、２学期を迎えるよ

うにとそれぞれの校長に話をしましたので、また始まったところでいい

報告を聞かせてもらえるとありがたいなと思います。 

６月中旬からこれまで中体連の可茂地区大会、県大会が行われました。坂

祝中学校からはバレーボール、バスケットボール、卓球、剣道、ソフトテ

ニス、柔道、サッカー、水泳などそれぞれの種目に学校の部活動、または

地域クラブ、そして個人として参加して、多くの生徒たちが活躍をしてく

れました。その中で県大会へ進出したのが、卓球男子、剣道男女、ソフト

テニス男女、柔道男子、これはいずれも個人戦での出場でした。東海大会
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へ出場したのは柔道、ソフトテニス男子の子たちが全国の中学校体育大

会へ出場することができ、今まさに大会が始まっているところです。また

いい報告を聞かせてほしいと思っています。 

１０月１８日加茂郡地教連研修視察が予定されています。日程等につき

ましては資料をご覧ください。当日は出席ということにさせてもらいま

すが、ご都合が悪くて欠席される方はまたお知らせください。 

金武委員さんが９月３０日をもってご退任されるということでご決断い

ただきました。後任につきましては、９月議会で承認をされ、決まりまし

たらまた皆様にご報告させていただきます。金武委員さん本当にお疲れ

様でした。 

古田教育委員 先日、いじめ問題対策連絡協議会に初めて参加させていただき、いじめに

ついて考えてみました。最近子どもたちと接する中で気になっているの

は、相手をいじる言葉です。相手をいじる子には、真剣に「その言葉を使

うあなたがよくないよ」と注意したことがありますが、最近耳にする言葉

で「転校して」と言っている子がいました。日頃から子どもたちの様子を

見ていると、言っている本人と言われた本人の人間関係は良くて、言われ

ている側も、にそっと笑って言い返しています。言葉は良くないので、発

するたびにやめるように言っていますが、学校の先生にも気持ちがよく

ない、聞きたくない言葉だから、人前で使わないようにと指導されている

ようです。その指導には納得で、不快に思う人が周りにいる可能性がある

から使わないように言う指導は良いと思いました。いじめの問題と関わ

らせたときに、どこからがいじめかで、どういう状況からかを判断するの

は難しいですし、あまりこういう言葉を使うな、こういう行動をするなと

言いすぎるのも、子どもにとっては良くないことです。余計に人間関係を

ぎくしゃくさせて余分な指導が必要になってくることもあります。根本

的な原因は学校の先生には何もないと思いますが、どうしても集団生活

の中で表面化してしまうため学校の中で発生してしまいます。先生方に

はご苦労をおかけしますが、子どもたちの人間関係をよくみていただき、

ピンポイントでの指導が大切ですので、大変だとは思いますがお願いし

たいと思いました。 

兼松教育委員 すまいるひろばの活動を参観させてもらいました。コミュニティースク

ールの多文化共生委員会に位置づく活動です。１０人ぐらいの親子と指

導者が７人ほどみえて、リズム体操や、折り紙と糸を使ったブンブンゼミ

の工作を行っていました。また学習プリントも使っていて、いい活動だと

思いました。多文化共生ですから、ある程度外国籍の子もいたので、面白

い活動だと思いました。 

        小学校の学校だよりがありますが、校長先生の文章の中に、プールとラジ
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オ体操が私のころの夏休みの２大行事だと書いてみえました。今はラジ

オ体操も少なくなり、プール開放もなく、町民プールもないので、プール

は子どもの楽しみとしてあってもよいのではと思いました。保護者のプ

ール当番の問題や、雷が心配でプールを開放しないと言うことを聞きま

した。子ども・子育て会議に出席して感じたことですが、子どもが育つ環

境は大人が用意してあげるということは大事なことで、プールは率先し

て開放すべきだと思います。保護者のプール当番が難しいということで

あれば、町民プールを開放し、業者を入れて監視体制をとるなど、実施す

る新しい手を打ってほしいと思います。  

夏休みに孫の「夏の友」を１，２時間かけて読みました。この「夏の友」

は本当に読み込めば、夏休みが充実したものになると思いました。例えば

朝何時に起きて、お手伝いは何をするかなどのコーナー、食事、睡眠、読

み物、研究のテーマを調べよう、宝物づくり、工作、読書コンクールにつ

いても方法を説明しています。夏休みに入る前にこの「夏の友」を使って

指導したらとてもよいと思いました。子どもたちの主体性を大切にした

ものになっているので、素晴らしいものだと思いましたし、ぜひ活用して

ほしいと思いました。 

金武教育委員  教育委員を依頼されたとき、教育に関して興味があったので受けさせて

いただきましたが、当初は不安で始まった会でした。でもお会いしたこと

のない方たちと会に出られてたくさんの話ができ、楽しく務めさせてい

ただきました。ありがとうございました。あと一か月ですが、よろしくお

願いします。 

原口教育委員  先月の終わりに給食センター運営委員会がありました。会の後に小学校

の先生方やＰＴＡの役員の方と話をする機会がありましたが、みなさん

給食に対しての感謝の気持ちやありがたい気持ちがあふれてみえました。

何人もの方が「野菜を全く食べられなかったけど、給食だったら食べられ

るようになった」などとおっしゃってみえました。学校のアレルギー対応

の説明から、細かい指導や気配りをしてくださっていることを感じまし

た。今日の新聞で多治見市の紹介が出ていましたが、その会議では給食に

ついてできるだけのことをしていただいて、これだけの努力をしていた

だいているので、その対価として給食費を払っても当然というような流

れの会議になったようですが、さすがに今朝の新聞を見たり、日入りの状

況を考えたりすると、いよいよ給食費について考えていかなければいけ

ないのかなと思いました。なかなか難しいところだと思いますが、親とし

ては期待する部分になるような気がしました。 

コロナが明けて海外へ行く子どもたちが増えたと思います。美濃加茂市

とダボ市のように、以前は、坂祝も交換留学をやっていたと思うのですが、
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海外へ行くための補助金として１０万ほどの援助をする方法での支援を

している市町村があったと聞いたので、そういった形があると海外に行

く機会が増えてくるのではないかなと思いました。 

 

日程第４ 議事 

（付議事件） 

議案第３２号 坂祝町学校給食費に関する規則の一部を改正する規則について 

 ※給食センター所長が資料に基づいて報告をする。 

教育長    議案第３２号について、承認することに異議はありませんでしょうか。 

教育委員   異議なし。 

教育長    異議なしと認めます。 

議案第３３号 令和６年度一般会計補正予算（第４号）について 

 ※こども課課長が資料に基づいて報告をする。 

教育長    議案第３３号について、承認することに異議はありませんでしょうか。 

教育委員   異議なし。 

教育長    異議なしと認めます。 

議案第３４号 令和６年度一般会計補正予算（第５号）について 

 ※教育課長、こども課長が資料に基づいて報告をする。 

教育長    議案第３４号について、承認することに異議はありませんでしょうか。 

教育委員   異議なし。 

教育長    異議なしと認めます。 

 

（報告事件） 

報告第３０号 坂祝幼稚園臨時休園の届け出について 

 ※教育課主幹が資料に基づいて報告をする。 

報告第３１号 坂祝町教育委員会後援名義の使用許可について 

 ※教育課長が資料に基づいて報告をする。 

 

日程第５ その他 

当面する教育関係諸行事について 

 その他 

     

日程第６ 閉会 

   ※教育長が閉会を宣言する。             

閉会 午前１０時３０分 


